
令和６年９月19日

（仮称）第５次さっぽろ子ども未来プランにおける

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に

関する需給計画について

資料３



１．市町村子ども・子育て支援事業計画における需給計画

1

●「市町村子ども・子育て支援事業計画」では、教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業に関する各年度の「量の見込み（ニーズ量）」と量の見込みに対応する「確保方

策（供給量）」を定めることとされている。

●現在の「第４次さっぽろ子ども未来プラン」（市町村子ども・子育て支援事業計画

を包含）の計画期間は令和２年度（2020年度）から令和６年度（2024年度）までと

なっていることから、次期プランにおいて令和７年度（202５年度）から令和１１年度

（202９年度）までの「量の見込み（ニーズ量）」と「確保方策（供給量）」を定める必要

がある。



２．市町村子ども・子育て支援事業計画に量の見込みを掲載すべき事業

2

・国が示す「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」（基本指針）により、以下の事業区分は市町村子
ども・子育て支援事業計画に「量の見込み」を掲載するものとされている。

㌻本市実施事業事業区分

P６
・保育所 ・幼稚園 ・認定こども園 ・小規模保育事業
・家庭的保育事業 ・事業所内保育事業

教育・保育施設
保
育
・

教
育

P7
・利用者支援事業
（各区こそだてインフォメーション、ちあふる、保育コーディネーター、保健センター）

利用者支援に関する事業

地
域
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業

P９・時間外保育事業時間外保育事業

P10
・児童クラブ
・民間児童育成会

放課後児童健全育成事業

P12・子育て短期支援事業（ショートステイ）子育て短期支援事業（ショートステイ）

P13・地域子育て支援拠点事業（常設の子育てサロン）地域子育て支援拠点事業

P14・幼稚園や認定こども園での一時預かり事業一時預かり事業（幼稚園型）

P15
P17

・保育所等での一時預かり
・さっぽろ子育てサポートセンター事業（未就学児）
・札幌市こども緊急サポートネットワーク事業（病気以外・宿泊預かり）

一時預かり事業（幼稚園型を除く。）、子育て援助活動支援事業（病児・緊
急対応強化事業を除く。）、子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

P16
・札幌市病児・病後児保育事業
・札幌市こども緊急サポートネットワーク事業（病児・病後児預かり）

病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業）

P18・乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問）乳児家庭全戸訪問事業

P19
・保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業
・産後のメンタルヘルス支援対策 ・妊婦支援相談事業

養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会その他による要保護児童
等に対する支援に資する事業

P20・妊婦一般健康診査事業妊婦に対して健康診査を実施する事業



２．市町村子ども・子育て支援事業計画に量の見込みを掲載すべき事業

３

・国が示す「子ども・子育て支援に関する基本指針」（基本指針）により、以下の事業区分は市町村子ど
も・子育て支援事業計画に「量の見込み」を掲載するものとされている。

㌻本市実施事業事業区分

P21・子育て世帯訪問支援事業子育て世帯訪問支援事業

ー・未実施児童育成支援拠点事業

ー・未実施親子関係形成支援事業

P22・出産・子育て応援推進事業妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

P23・札幌市産後ケア事業産後ケア事業の提供体制の整備

※ 「実費徴収に係る捕足給付を行う事業」 及び「多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業」は基本指針により「量の見込み」
を記載することとされていないが、現行プランと同様、毎年の子ども・子育て会議の中で実施状況の進捗管理を行う。



３．量の見込みの算出及び確保策の考え方について

４

・国の「手引き」で示されている一般的な「量の見込み」（ニーズ量）の算出方法としては以下のとおり。

①推計人口
②潜在家庭

類型
③利用意向

量の見込み
（ニーズ量）× × ＝

①推計人口

・推計人口は令和６年４月１日時点の住民基本台帳人口を元に推計。

②潜在家庭類型

・令和５年12月に実施した「札幌市就学前児童のいる世帯を
対象としたニーズ等調査」の結果から、「家庭類型」の割合を
タイプ毎（ひとり親家庭、フルタイム×パートタイム、専業主婦
（夫）等）に求めている。
・ニーズ量の算出に当たっては、潜在的なニーズ量を把握す
るため、母親の今後の就労希望を反映させた潜在的な家庭
類型を用いる。

③利用意向
・令和５年12月に実施した「札幌市就学前児童のいる世帯
を対象としたニーズ等調査」の結果から国の「手引き」をも
とに算出。
・対象事業を利用することができる者のうち、当該対象事
業を利用したい旨の意向を示している者の割合。

（1）量の見込みの一般的な算出方法について



３．量の見込みの算出及び確保方策の考え方について

５

・国から「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における『量の見込み』の算出等の考え方（令和６年３月11日）」（手引き）が示されている。
・国の手引きによれば、第一期の市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たって示した手引きを基本とすることとされた上で、一部事業

について新たな考え方が示されている。
・令和4年児童福祉法改正による新事業については、すでに算出方法が示されているが、令和６年に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を

改正する法律」により新たに位置づけられた事業については、今後、手引きが示される予定。
・なお、国の手引きにおいて、「具体的な算出方法等については、子ども・子育て会議等の議論を経て適切に判断いただきたい」とされている。

（2）次期計画策定において国から示されている内容について

（３）次期計画策定における量の見込みの算出及び確保方策における札幌市の考え方

・教育・保育施設の量の見込みの算出に用いる子どもの年齢について、３号認定のうち、１歳児と２歳児については、より正確なニーズ把握を
可能とするために、１歳児と２歳児を分けて集計すること。

・子育て短期支援事業の量の見込みについては、ニーズ調査の結果に加え、レスパイト・ケアと併せて、児童の養育方法や関わり方について支
援が必要な親子や、保護者の育児放棄や過干渉等により自ら一時的な利用を希望する児童等についても、本事業の活用が想定される数と
して量の見込みに加えるなど、適切な補正を行うこと。

（新たに考え方が示された主な内容）

１ 現計画と同様、国の基本指針や手引きにより示された算出方法を基本として、量の見込み（ニーズ量）を算出する。
２ 各事業の特性や、札幌市特有の事情等により、国の基本指針や手引きどおりの方法による算出では、算出した量の見込み（ニーズ量）が

実績値から大幅に乖離してしまう事業については、実情に応じて算出方法を変更の上、量の見込み（ニーズ量）を算出する。
３ 「教育・保育提供区域」については、現計画と同様、原則、「行政区」単位で量の見込み（ニーズ量）を算出する。一部事業についてのみ「市内

全域」とする。
４ 供給量がニーズ量を上回る見込みの事業についても、利用者の希望に応じた事業を提供するための定員確保等であり、このことにより過

剰な財政負担が生じるものではないことから、これまでの考え方に基づき、引き続き供給量を確保していく。
５ 児童福祉法改正による新事業のうち、本市未実施事業については、具体的な事業設計、事業開始の目途が立った際に計画の見直しにより

対応する。



4．教育・保育施設の量の見込み及び確保方策

量の見込みの算出 供給量の確保の方策

量の見込み／供給量

R12R11R10R9R8R7
区分

供給量ニーズ量供給量ニーズ量供給量ニーズ量供給量ニーズ量供給量ニーズ量供給量ニーズ量

22,8738,8862２,8739,01122,8739,30422,8739,85923,16310,39423,40410,965１ 号

16,35514,56516,35514,76016,35515,23316,35516, 13516,39016,86016,39017,053保育２

号 9,3383,9759,3384,0319,3384, 1659,3384,4139,1974,5029,1064,015教育

3,8572,6233,8572,6403,8572,6603,8572,6893,8572,7223,8462,754０歳

３

号
6,5426,0386,5426,0876,5426,1516,5426,2286,5216,3076,4986,195１歳

7,0385,9227,0385,9877,0386,0657,0386,1417,0166,2286,9936,442２歳

本計画期間内において、市内の供給量は概ね充足している

が、一部の区において僅かに供給量の不足が見込まれる

〇国の手引きによる

〇保育ニーズについては、令和５年度に実施した利用意向調査

に基づき、国の示した算出方法をベースに推計した結果、

緩やかな減少傾向がみられた。

僅かに不足する供給量については、既存施設の活用により確保するとともに、

老朽化施設の更新を順次行うことで、必要な受け皿の維持に努める

【一部不足する受け皿の確保】

認定こども園への移行などにより、一部

の地域において僅かに不足する受け皿

の確保を行う

【老朽化した保育施設の更新】

老朽化した保育施設の改築等の整備費

用を補助することにより、老朽化施設

の更新を進め、必要な受け皿の維持を

行う

６

行政区教育・保育提供区域



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(1)利用者支援に関する事業

・利用者支援事業
●基本型：各区こそだてインフォメーション、区保育・子育て支援センター（ちあふる）等
●特定型：各区保育コーディネーター ●こども家庭センター型：各区保健センター

本市事業

・実施主体は、施設や事業の紹介等を含む支援と位置付け、行政によるものとする。
・子育て支援の中心的役割を担っている区役所の各類型別（窓口別）箇所数（こそだてイン
フォメーション、保育コーディネーター、保健センター）と区保育・子育て支援センター（ちあふ
る）等とし、市内の見込み総量を１０区×４か所＝４０か所として算出した。

個別の子育て家庭のニーズを把握して適切な施設・事業等の利用を支援し、併せて関係機関
等とネットワークの構築等を行う事業。

事業概要

現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・既存事業については量の見込みと同数（現状では事業実施のために必要な体制を確保しているため）
・児童福祉法改正により設置が努力義務となった地域子育て相談機関については、札幌市全体の子育て支援事業等を踏まえて、実施について検討する。

確保方策の考え方

行政区教育・保育提供区域

7

・国手引きの改訂により、「類型」別の記載が必要であり、また、ニーズ量調査によらず、教育・
保育施設や他の地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを勘案して、算出することとされ
ている。
・子どもの数は減少しているが、利用者支援数は減っていないことから需給バランスは取れて
いると捉え、１０区×４か所＝４０か所とした。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(1)利用者支援に関する事業

－

量の見込み/供給量
（箇所）次期プラン計画期間

R11R10R9R8R7R6R5区分

20202020202020

基

本

型

①計画値 （Ａ）ニ
ー
ズ
量

－－－－－－20②実績値

－－－－－－0②－①

20202020202020①計画値 （Ｂ）供
給
量 －－－－－－20②実績値

－－－－－－0②－①

0000000（Ｂ）－（Ａ）

8

（箇所）

（箇所）

R11R10R9R8R7R6R5区分

10101010101010

特

定

型

①計画値 （Ａ）ニ
ー
ズ
量

－－－－－－10②実績値

－－－－－－0②－①

10101010101010①計画値 （Ｂ）供
給
量 －－－－－－10②実績値

－－－－－－0②－①

0000000（Ｂ）－（Ａ）

R11R10R9R8R7R6R5区分

10101010101010
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
型

①計画値 （Ａ）ニ
ー
ズ
量

－－－－－－10②実績値

－－－－－－0②－①

10101010101010①計画値 （Ｂ）供
給
量 －－－－－－10②実績値

－－－－－－0②－①

00000－0（Ｂ）－（Ａ）



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(2)時間外保育事業

時間外保育事業

本市事業

各年度の保育ニーズに平成30年度の時間外保育利用率（実績）を乗算。

通常の保育時間の前後に延長して保育を実施する事業

事業概要
行政区教育・保育提供区域

9

現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

確保方策の考え方次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

次期プラン計画期間量の見込み/供給量

R2 R3 R4 R5 R6

32,362 32,406 32,379 32,549 32,651

17,637 17,661 17,646 17,739 17,794
54.5％ 国手引きによる。

次期プランでの量の見込み
（ニーズ量）算出方法

・現在、時間外保育事業を実施している施設に
おける利用定員を供給量としている。
・今後もニーズを上回る供給の維持を目指す。

確保方策の考え方

R11R10R9R8R7R6R5区分

11,74411,99712,43212,87213,44417,79417,739①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－16,502②実績値

－－－－－－▲1,237②－①

34,86234,86234,86234,86234,86236,97636,909①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－35,172②実績値

－－－－－－▲1,737②－①

23,11822,86522,43021,99021,41819,18219,170（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人）

（人）



新１年生は国手引きにより、２年生から６年生は前年度の登録実績（１～５年生）に過去の学
年進行による逓減率※1と登録数の増加率※2を乗じて見込みを算出

５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(3)放課後児童健全育成事業

10

行政区教育・保育提供区域

・放課後児童クラブ ・民間児童育成会

本市事業

放課後帰宅しても保護者が就労等により不在となる小学生に対して、適切な遊び場
や生活の場を与える事業

事業概要

・小学校の児童数が多い場合などに、一部の施設に児童が集中する傾向があるため、ミニ児童会館の拡張、学校と併設した児童会館の再整備を進め、過密化の解消を図る。
・過密化しているミニ児童会館において、放課後の時間帯に学校で使用していない教室等を使用できるよう各学校と調整を行い、「放課後等専用区画」とするなどの方法で過密化解消に努
めている。
・現プランでは、「専用区画」のほか「放課後等専用区画」についても「供給量」に含めている。
「専用区画」：札幌市児童福祉法施行条例第１３８条の８に規定する遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画をいう。
「放課後等専用区画」：放課後における学校施設の活用等によって確保した区画をいう。
・現状では、供給量がニーズ量を上回っている状況であるが、共働き世帯の増加等によりニーズ量が年々増加していることから、今後も継続して供給量の確保に努める必要がある。

確保方策の考え方

現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

５年→６年４年→５年３年→４年２年→３年１年→２年
0.580.530.670.850.98

3ヵ年平均H31H30H29
1.071.081.061.07

※1 平成29年度～平成31年度実績の平均による

※2 平成29年度～平成31年度実績の前年度比平均による

新１年生は国手引きにより、２年生から６年生は前年度の登録実績（１～５年生）に過去の学
年進行による逓減率※1と登録数の増加率※2を乗じて見込みを算出

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

５年→６年４年→５年３年→４年２年→３年１年→２年
0.550.560.690.830.95

3ヵ年平均R6R5R4
1.051.071.011.07

※1 令和４年度～令和６年度実績の平均による

※2 令和４年度～令和６年度実績の前年度比平均による



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み
(3)放課後児童健全育成事業

11

行政区教育・保育提供区域

（人）
次期プラン計画期間

R11R10R9R8R7R6R5区分

21,88423,17724,31025,43526,01320,11420,759全体①計画値 （Ａ）ニーズ量

4,8155,2485,3095,6545,7434,4464,5171年生

5,2195,2965,6405,7287,2174,7084,9382年生

4,6154,9154,9926,2905,7784,5554,5523年生

3,5613,6174,5574,1863,9803,0333,0454年生

2,1272,6792,4612,3402,1421,8412,3125年生

1,5471,4221,3511,2371,1531,5311,3956年生

－－－－－－23,098②実績値

－－－－－－2,339②－①

30,63730,25730,17829,88229,45623,44223,545全体①計画値 （Ｂ）供給量

21,20720,78620,63620,16819,88218,48818,488専用区画

9,4309,4719,5429,7149,5744,9545,057
放課後等専用

区画

－－－－－－28,379②実績値

－－－－－－4,834②－①

8,7537,0805,8684,4473,4433,3282,786（Ｂ）－（Ａ）過不足

量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(4)子育て短期支援事業（ショートステイ）

・子育て短期支援事業（ショートステイ）

本市事業

・ニーズ調査の結果に、過去３年の養護相談の伸び率を加味し
て算定した。

保護者が病気等により一時的に養育ができなくなった場合に児童養護施設等で預
かる事業

事業概要

現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

全市教育・保育提供区域

※市内６施設の全てで、全市の児童を
対象に受け入れているため。
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・直近の児童養護施設等の受入れ実績及び児童養護施設
等から聴取した受入れ可能数に令和５年度より一部の区
で実施している里親ショートステイの受入れ実績を加味し
て算定した。

確保方策の考え方

・国手引きにより算出した量の見込みは、令和５年度の利用
実績との乖離が大きい。
・令和６年度の第一四半期の利用実績に過去５カ年の通年
化比率、養護相談件数の伸び率の平均を毎年度乗じてニー
ズ量を算定した。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

2,2432,1802,1192,0592,0011,4401,358５歳以下①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－990〃②実績値

－－－－－－▲368②－①

2,7362,7362,7362,7362,7363,9883,988５歳以下①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－3,988〃②実績値

－－－－－－0②－①

4935566176777352,5482,630（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人日）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(5)地域子育て支援拠点事業

・地域子育て支援拠点事業（常設の子育てサロン）

本市事業
子育て家庭が身近な場所で気軽に集い、自由に交流や情報交換等ができる常設の
子育てサロン

事業概要

・国手引きにより算出したものから、「３号認
定」を受ける児童（保育所等を利用するため、
地域子育て支援拠点事業を利用しないものと
考えられる児童）に係る分を差し引いた。

行政区教育・保育提供区域
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・令和６年４月１日現在の常設子育てサロンにおける利用可
能人数に過去の開催実績を乗じて算出した。
・なお、札幌市では、歩いて通える場所で、地域住民間の交
流を図ることを目的として中学校区を目安に常設子育てサ
ロンを設置しており、現在設置している92か所でニーズ量
を上回る供給量が確保できているため、現在のサロン数を
維持する。

確保方策の考え方現行プランの量の見込み（ニーズ量）
算出方法

・これまでの方法で算出した数値が、令和5年度の実績値と大きく乖離
している。
・３号認定児の夕方利用や土曜日開催サロン利用がある。
・令和5年度の実績を基準とし、2歳以下の児童の減少率を乗じた数を
ニーズ量とする（３号認定を受ける児童の数値は差し引かない）。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）
算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

21,67221,87722,02022,29022,77736,26336,702２歳以下①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－24,083〃②実績値

－－－－－－▲12,619②－①

44,53744,53744,53744,53744,53751,08351,083２歳以下①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－44,537〃②実績値

－－－－－－▲6,562②－①

22,86522,66022,51722,24721,76014,82014,381（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人回）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(6)一時預かり事業（幼稚園型）

・幼稚園や認定こども園での一時預かり事業

本市事業

・「２号認定による定期的な利用を希望する方」については、一時預か
り事業ではなく、認定こども園(幼保連携型、幼稚園型)の利用も想定
されるため、国手引きにより算出した量の見込みから、認定こども園
(幼稚園から認定こども園に移行した施設のみ）の利用定員分を控除
した。

幼稚園・認定こども園（教育利用）の教育時間の前後や休業日に、保育を必要とする
在園児を園で預かる事業。

事業概要
行政区教育・保育提供区域
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・現在、幼稚園型の一時預
かり事業を実施している施
設における年間利用可能
日数×定員として算出した。

確保方策の考え方現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・国手引きにより算出した量の見込みは、令和５年度の利用実績との乖離が激しい。
・令和６年４月から６月までの利用実績に、令和５年４月から６月までの利用実績に
対する令和５年７月から令和６年３月までの利用実績の伸び率を乗じてニーズ量
を算出した。
・なお、１号認定による利用は、幼稚園及び幼稚園型認定こども園の利用実績を、
２号認定による定期的な利用にはその他認定こども園の利用実績を用いた。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

1,174,7681,174,7681,174,7681,174,7681,174,768984,9831,035,636①計画値 （Ａ）ニーズ量

224,068224,068224,068224,068224,068154,644160,3271号認定による利用

950,700950,700950,700950,700950,700830,339875,3092号認定による利用

－－－－－－1,059,919②実績値

－－－－－－24,283②－①

2,090,7442,090,7442,090,7442,090,7442,090,7441,192,2561,192,256①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－1,988,605②実績値

－－－－－－796,349②－①

915,976915,976915,976915,976915,976207,273156,620（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人日）次期プラン計画期間量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(7)一時預かり事業（幼稚園型を除く）、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業を除く。）、
子育て短期支援事業（トワイライトステイ）

・保育所等での一時預かり
・さっぽろ子育てサポートセンター事業（未就学児）
・札幌市こども緊急サポートネットワーク事業（病気以外・宿泊預かり）

本市事業

・国の本事業のニーズ量の算定方法は、５歳以下の全ての児童数に
利用意向率を乗じるというもの。
・しかし、５歳以下の児童のうち２・３号認定を受ける児童は、日中、
教育・保育サービスを受けることから、一時預かり事業を利用する
ことは想定しにくいことを考慮し、算出の対象から除外。

・断続的・短期間就労や、傷病、冠婚葬祭、育児に伴う心理的・身体的な負担を解消する場合等に、保育所
等において一時的に保育を実施する事業。
・子どもの預かり等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助したい人（提供会員）とにより会員組織をつく
り、地域で子育て家庭を支援する仕組み。

事業概要

行政区教育・保育提供区域
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・「一時預かり事業（幼稚園型を除く）」は保育所等の受入れ可
能児童数から算出。
・「子育てサポートセンター・こども緊急サポートネットワーク」
は、推計提供会員数、過去の未就学児の利用割合及び提供会
員の年間活動件数の実績を踏まえて算出。

確保方策の考え方現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・国手引きにより算出した量の見込みは、令和
５年度の利用実績との乖離が激しい。
・直近の利用実績からニーズ量を算出した。

次期プランでの量の見込み
（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

59,26059,26059,26059,26059,260138,669140,502①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－63,666②実績値

－－－－－－▲76,836②－①

687,420687,420687,420687,420687,420447,311447,311一時預かり事業（幼稚園型除く）①計画値 （Ｂ）供給量

19,01417,48016,24315,24514,55624,74124,614
子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応強化事業除く）

－－－－－－－子育て短期支援事業（ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ）

－－－－－－667,163②実績値

－－－－－－195,238②－①

647,526645,992644,755643,757642,616333,383331,423（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人日）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(8)病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業）

・札幌市病児・病後児保育事業
・札幌市こども緊急サポートネットワーク事業（病児・病後児預かり）

本市事業

・国の手引きにより算出したもののうち、
ニーズ調査にて「子どもを見てもらえる
親族・知人がいない」と回答した方を対
象として算定した。

病気の子どもを一時的に預かる事業

事業概要
行政区教育・保育提供区域
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【札幌市病児・病後児保育事業】
・施設数（R7年度時点で8施設）、１日の利用定員数、開所日数から算定。
・施設数はR7年度からR9年度にかけて年間1施設ずつ拡充し、令和10年
度以降に供給量をさらに増やす必要がある場合は、各施設の定員増等によ
る対応を検討する。
【札幌市こども緊急サポートネットワーク事業】
・推計提供会員数、過去の提供会員の年間活動件数の実績を踏まえて算出。

確保方策の考え方現行プランの量の見込み
（ニーズ量）の算出方法

・国手引きにより算出した量の見込みは、令和５年度の利用実績
との乖離が激しい。
・ニーズ調査において「病児保育事業」及び「札幌市こども緊急サ
ポートネットワーク」を利用した、又は利用意向があると回答した
方の割合に、ニーズ調査において両事業を利用した世帯が１年間
で利用した日数の中間値を乗じてニーズ量を算出した。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

29,92130,57231,67332,77234,22335,96136,768①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－2,225②実績値

－－－－－－▲34,543②－①

14,65014,65011,72010,5489,3769,3129,312病児保育事業①計画値 （Ｂ）供給量

33,97431,08629,98427,58326,88228,64428,709
子育て援助活動支援事業
（病児・緊急対応強化事業）

－－－－－－34,968②実績値

－－－－－－▲3,053②－①

18,70315,16410,0315,3592,0351,9951,253（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人日）次期プラン計画期間量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(9)子育て援助活動支援事業（就学後）

・さっぽろ子育てサポートセンター事業（就学後）

本市事業

・安心のために登録しておくという世帯が多く、サービスを利用した
実人数の直近実績（平成30年度）では、登録者のうち約9.3％の利
用に留まっている。
・そのため、国手引きにより算出したニーズ量の利用会員数に利用
実績を乗じて算出した数値を量の見込み（ニーズ量）とした。

・子どもの預かり等の援助を受けたい人（依頼会員）と援助したい人（提供会員）とに
より会員組織をつくり、地域で子育て家庭を支援する仕組み。

事業概要
行政区教育・保育提供区域
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・推計提供会員数、過去の提供会員の年間活動件数
の実績を踏まえて算出。

確保方策の考え方現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・ニーズ量調査において利用意向は確認できな
かったが、令和５年度まで利用実績があり、調
査結果と実態が乖離している。
・直近の利用件数に、基づき算出した。

次期プランでの量の見込み
（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

1,0871,0871,0871,0871,0871,2261,596①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－1,169②実績値

－－－－－－▲427②－①

4,7174,3233,9953,7223,51013,58313,505①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－3,048②実績値

－－－－－－▲10,457②－①

3,6303,2362,9082,6352,42312,35711,909（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人日）

次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



R11R10R9R8R7R6R5区分

9,4879,5609,6579,7789,89511,92812,076①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－10,260②実績値

－－－－－－▲1,816②－①

9,4879,5609,6579,7789,89511,92812,076①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－10,260②実績値

－－－－－－▲1,816②－①

0000000（Ｂ）－（Ａ）過不足

５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(10)乳児家庭全戸訪問事業

・乳児家庭全戸訪問事業（新生児訪問）

本市事業
妊娠・出産・育児に関する正しい知識と疾病・異常の早期発見及び育児不安の軽減、
児童虐待予防のため、妊産婦・新生児等に対し、保健師・助産師等による訪問指導を
行う事業。

事業概要

・ニーズ量をアンケート調査により把握することが想定されて
おらず、国手引きに算定方法が定められていないため、訪問率
を100%とし、各年度における0歳児の推計人口をそのまま
訪問人数＝ニーズ量とした。

行政区教育・保育提供区域
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現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・量の見込みと同数（乳児家庭への訪問は、区保
健センターの保健師及び母子保健訪問指導員が
実施しているが、現状で全戸訪問のために必要な
体制を確保しているため。）

確保方策の考え方

・ニーズ量をアンケート調査により把握することが想定されてお
らず、国手引きに算定方法が定められていないため、訪問率を
100%とし、各年度における０歳児の推計人口をそのまま訪問
人数＝ニーズ量とした。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

（人）次期プラン計画期間

量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(11)養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会その他の者による
要保護児童等に対する支援に資する事業

・保健と医療が連係した育児支援ネットワーク事業
・産後のメンタルヘルス支援対策
・妊婦支援相談事業

本市事業

育児不安の軽減及び育児支援が必要と判断された親子に対し、医療機関と保健セ
ンターが連携を図りながら、家庭訪問等による育児支援を行う事業等。

事業概要

・事業の実績及び伸び率と各年度の0歳推計人口によりニーズ量を
算出。
① 保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業による訪問件
数を推計
② 産後のメンタルヘルス支援対策で継続支援となる件数を推計
③ 妊婦支援相談事業で継続支援となる件数を推計

行政区教育・保育提供区域
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現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・量の見込みと同数（養育支援訪問事業の
支援については、区保健センターの保健師
及び母子保健訪問指導員が実施しているが、
現状で支援実施のために必要な体制を確
保しているため。）

確保方策の考え方

・養育支援訪問事業の国基準と算出方法が異なっていたため、
基準を統一化し、国補助（養育支援訪問事業）の申請基準に則り、
対象者総計を算出後、各区の人口に基づき、区ごとの推計を算
出。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5区分

8,3968,3968,3968,3968,3965,4445,311①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－7,147②実績値

－－－－－－1,836②－①

8,3968,3968,3968,3968,3965,4445,311①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－7147②実績値

－－－－－－1,836②－①

0000000（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



・ニーズ量をアンケート調査により把握することが想定されてお
らず、国手引きに算定方法が定められていないため、各年度にお
ける０歳児の推計人口を妊婦数と仮定し、妊婦一般健康診査の回
数（14回）を乗じた数＝ニーズ量とした。

５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(12)妊婦に対する健康診査

・妊婦一般健康診査事業

本市事業

・ニーズ量をアンケート調査により把握することが想定されてお
らず、国手引きに算定方法が定められていないため、各年度にお
ける0歳児の推計人口を妊婦数と仮定し、妊婦一般健康診査の回
数（14回）を乗じた数＝ニーズ量とした。

妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査費用の一
部を助成する事業。

事業概要

全市教育・保育提供区域

※市内の産婦人科医療機関及び助産所に妊婦健診を
委託しており、必要な健診体制を確保しているため。

20

現行プランの量の見込み（ニーズ量）算出方法

・量の見込みと同数（市内の産婦人科医療機関
及び助産所に妊婦健診を委託しており、必要な
健診体制を確保しているため。）

確保方策の考え方次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5

132,818133,840135,198136,892138,530178,139180,298①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－121,730②実績値

－－－－－－▲58,568②－①

132,818133,840135,198136,892138,530178,139180,298①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－121,730②実績値

－－－－－－▲58,568②－①

0000000（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人回）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(13)子育て世帯訪問支援事業

子育て世帯訪問支援事業

本市事業

児童の養育を支援することが特に必要と認められる家庭等に対し、家事支援や育児
支援を行う者（訪問支援員）を派遣する事業

事業概要

行政区教育・保育提供区域

21

量の見込みと同数（現状では事業
実施のために必要な体制を確保し
ているため）

確保方策の考え方
・国の手引きに基づき以下のとおり算出
【量の見込み（人）】＝A推計児童数（人）×Ｃ対象世帯数（世帯）/Ｂ全児童数（人）×D平均利用日数（日）
Ａ 推計児童数…各年の年齢各歳別（０～17 歳）のデータ
Ｂ 全児童数……対象世帯数算出時点の０～17 歳の児童人口
Ｃ 対象世帯数…相談支援員等が相談を含め対応している世帯のうち、本事業の利用が望ましい世帯の総計。
※利用が望ましい世帯：児童相談所から引き継いだ児童がいる世帯、怠慢・拒否（ネグレクト）、保護者の育児疲れや育児不安など、本事業による支
援を必要とすることが見込まれる世帯の数。
D平均利用日数（日）…１人当たりの利用が必要と思われる日数
・「本事業の利用が望ましい世帯」については、児童相談所及び各区家庭児童相談室に対し、相談を含め対応している世帯のうち、本事業の利用が
望ましい世帯数をアンケートにより求めた。

次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5

2,3712,4472,5342,6172,700－－①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

2,3712,4472,5342,6172,700－－①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

00000－－（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人回）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(1４)妊婦のための支援給付・妊産婦等包括相談支援事業

本市事業 事業概要

教育・保育提供区域

2２

確保方策の考え方次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5

－－①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

－－①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

－－（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人回）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量

国による算出の手引き発出前
次回 会議にて提出予定



５．地域子ども・子育て支援事業関係の量の見込み及び確保方策
(15)産後ケア事業の提供体制の整備

本市事業 事業概要

教育・保育提供区域

2３

確保方策の考え方次期プランでの量の見込み（ニーズ量）算出方法

R11R10R9R8R7R6R5

－－①計画値 （Ａ）ニーズ量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

－－①計画値 （Ｂ）供給量

－－－－－－－②実績値

－－－－－－－②－①

－－（Ｂ）－（Ａ）過不足

（人回）次期プラン計画期間
量の見込み/供給量

国による算出の手引き発出前
次回 会議にて提出予定


